
福岡県地球温暖化対策実行計画（地域気候変動適応計画） 

の改定について 

 

１ 要旨 

 ○ 福岡県では、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）

第 21 条第３項に基づく地方公共団体実行計画として、平成 29 年３月に「福岡

県地球温暖化対策実行計画」を策定し、地球温暖化対策に取り組んできました。 

○ また、令和元年８月には、同計画を気候変動適応法（平成 30 年法律第 50 号）

第 12 条に基づく地域気候変動適応計画に位置づけました。 

 ○ 本計画は、社会情勢等の変化に対応するため、概ね５年ごとに見直しを行う

こととしており、令和４年３月で策定後５年を迎えることから、「福岡県地球温

暖化対策実行計画」を改定する予定です。 

 ○ 本計画の改定に向けて、令和３年１月「福岡県環境審議会（書面開催）」に諮

問し、同審議会に「福岡県地球温暖化対策実行計画専門委員会」（以下「専門委

員会」という。）を設置しました。 

 ○ 令和３年２月に第１回専門委員会を書面開催し、温暖化対策に関する国内外

の動向や現行計画の進捗状況等について、委員からご意見等をいただいたとこ

ろです。 

 

２ 適応推進協議会への依頼事項 

 ○ 令和３年７月開催予定の第２回専門委員会において、事務局から計画の素案

を提示する予定です。 

 ○ 当該素案中には、適応分野の重要部分である「福岡県における気候変動影響

評価結果」を盛り込むこととしています。 

○ 構成員のみなさまにおかれましては、「福岡県気候変動適応推進協議会」（以

下「推進協議会」という。）の場において、当該評価結果を中心とした適応分野

のご確認をいただき、ご意見を賜りたいと考えています。 

○ 今回は、参考資料２－１、２－２の内容についてご意見を伺います。 

 

３ 添付資料 

  ・諮問書「福岡県地球温暖化対策実行計画について（諮問）」 参考資料２－１ 

  ・第１回専門委員会（令和３年２月書面開催）資料 参考資料２－２ 

 

４ 参考 

  気候変動影響評価報告書の公表について（環境省；報道発表資料） 

https://www.env.go.jp/press/108790.html 

令 和３年３ 月２４日 

福岡県環境部環境保全課 

資料２ 


